
　

国
民
年
金
の
加
入
者
は
、
職
業

等
に
よ
り
第
１
号
か
ら
第
３
号
被

保
険
者
に
分
か
れ
ま
す
。
あ
な
た

は
何
号
被
保
険
者
で
す
か
？

﹇
第
１
号
被
保
険
者
﹈

　

自
営
業
者
な
ど
と
そ
の
被
扶
養

配
偶
者
・
学
生
な
ど
（
加
入
時
に

は
市
役
所
で
の
手
続
き
が
必
要
で
、

保
険
料
は
自
分
で
納
付
し
ま
す
。）

﹇
第
２
号
被
保
険
者
﹈

　

会
社
員
・
公
務
員
な
ど（
加
入
の

手
続
き
は
勤
務
先
が
行
い
、
保
険

料
は
給
料
天
引
き
と
な
り
ま
す
。）

﹇
第
３
号
被
保
険
者
﹈

　

第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ

て
い
る
配
偶
者
（
加
入
の
手
続
き

は
、
配
偶
者
の
勤
務
先
で
行
い
、

保
険
料
は
配
偶
者
の
加
入
し
て
い

る
年
金
制
度
が
負
担
し
ま
す
。）

　

第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料
は
、

月
額
１
３
、
８
６
０
円
（
平
成
18

年
度
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
社
会
保
険
庁
か
ら

送
ら
れ
て
く
る
納
付
書
を
使
っ
て
、

翌
月
末
ま
で
に
社
会
保
険
事
務
所

や
金
融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
等
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

（
市
役
所
お
よ
び
総
合
支
所
で
保

険
料
を
納
付
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。）

　

ま
た
、
保
険
料
を
次
の
方
法
で

納
付
す
る
と
、
保
険
料
の
割
引
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

口 

座
振
替
…
保
険
料
を
毎
月
納
付

す
る
場
合
、
当
月
分
の
保
険
料

を
当
月
末
に
引
き
落
と
す
「
早

割
」
を
申
し
込
む
と
、
保
険
料

が
月
額
50
円
割
引
さ
れ
ま
す
。

前 

納
…
保
険
料
を
１
年
分
や
半
年

分
な
ど
ま
と
め
て
納
付
す
る
こ

と
で
割
引
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
口
座
振
替
で

前
納
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
割

引
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
な
お
割
引
額
は
、
前
納
す
る
期

間
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。（
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。）

　

経
済
的
な
理
由
に
よ
り
国
民
年

金
保
険
料
を
納
め
る
の
が
困
難
な

場
合
に
は
、
保
険
料
の
免
除
（
全

額
・
４
分
の
３
・
２
分
の
１
・
４

分
の
１
）
や
納
付
猶
予
（
学
生
納

付
特
例
・
若
年
者
納
付
猶
予
）
の

制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
18
年
度
分
の
申
請
は
、
す

で
に
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、

ま
だ
申
請
し
て
い
な
い
人
で
、
制

度
の
適
用
を
希
望
す
る
場
合
は
、

本
庁
市
民
課
ま
た
は
総
合
支
所
市

民
課
で
お
早
め
に
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。（
制
度
の
適
用
が
受

け
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
前
年
の
所

得
を
審
査
し
て
決
ま
り
ま
す
。）

〈
持
参
す
る
も
の
〉

　

年
金
手
帳
、
印
鑑
、
学
生
の
場

合
は
学
生
証
（
コ
ピ
ー
可
）
ま
た

は
在
学
証
明
書

　

年
金
に
加
入
す
る
と
き
、
変
更

が
あ
る
と
き
（
下
表
参
照
）
に
、

手
続
き
を
忘
れ
る
と
将
来
年
金
が

も
ら
え
な
く
な
っ
た
り
、
受
け
取

る
年
金
額
が
少
な
く
な
っ
た
り
し

ま
す
。
忘
れ
ず
に
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

あ
な
た
は
何
号
被
保
険
者
？

第
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料

保
険
料
の
免
除･

納
付

猶
予
制
度
に
つ
い
て

年
金
加
入
や
変
更
の
と
き
は

必
ず
手
続
き
を
！

国
民
年
金
は
日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
人

が
加
入
し
、
老
後
や
障
害
者
と
な
っ
た
と
き
な
ど
の
保
障
を
支

え
合
う
制
度
で
す
。
加
入
の
手
続
き
漏
れ
や
、
保
険
料
の
納
め

忘
れ
が
あ
る
と
年
金
が
受
給
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ご

自
身
の
年
金
加
入
の
記
録
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

お問い合せ先
熊谷社会保険事務所
☎048-522-5211
本庁市民課
☎㉕1114

総合支所市民課
☎721331（内）334

○国民年金の変更手続きが必要になる主な例

現在 こんなとき 変更後の種別 手続き先

第１号
被保険者

就職した 第２号被保険者 勤務先
会社員などの扶養になった 第３号被保険者 配偶者の勤務先

第２号
被保険者

退職した 第１号被保険者 市役所
会社員などの扶養になった 第３号被保険者 配偶者の勤務先

第３号
被保険者

就職した 第２号被保険者 勤務先
配偶者が退職した、扶養か
らはずれた、離婚した 第１号被保険者 市役所

ご存じですか？ちょっとお得な付加年金
　保険料を納付するときに、付加保険料
として400円を上乗せして納付すると、老
齢基礎年金を受給するときに「200円×
納めた月分の年金」を毎年受給できます。
（例）付加保険料を40歳から60歳まで20
年間納めた場合

【納める金額の合計】
　400円×12月×20年＝96,000円
【受け取れる金額】（年額）
　200円×12月×20年＝48,000円
　つまり、２年受給すると支払った分の
元が取れて、３年目以降もずっと受給で
きる、ということです。
対 象　第１号被保険者（保険料の免除や
納付猶予制度を受けていない人）
※国民年金基金加入者は加入できません。
手 続き　年金手帳と印鑑を持参のうえ、
本庁市民課または総合支所市民課まで
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国
民
年
金
の
給
付
に
は
、
次
の

①
〜
③
の
基
礎
年
金
と
呼
ば
れ
る

年
金
と
、
寡
婦
年
金
や
死
亡
一
時

金
と
い
っ
た
第
１
号
被
保
険
者
独

自
の
給
付
が
あ
り
ま
す
。

①
老
齢
基
礎
年
金　

65
歳
に
な
っ

た
と
き
に
給
付

②
障
害
基
礎
年
金　

け
が
や
病
気

で
障
害
が
残
っ
た
と
き
に
給
付

③
遺
族
基
礎
年
金　

国
民
年
金
加

入
中
に
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、

遺
族
に
対
し
て
給
付

　

老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め

に
は
、
原
則
と
し
て
国
民
年
金
保

険
料
を
納
め
た
期
間
（
免
除
期
間

等
を
含
む
）
や
厚
生
年
金
な
ど
に

加
入
し
て
い
た
期
間
等
を
合
わ
せ

た
納
付
済
期
間
が
25
年
（
３
０
０

月
）
以
上
あ
る
こ
と
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
ま
た
、
障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め

に
は
、
原
則
と
し
て
全
被
保
険
者

期
間
の
３
分
の
２
以
上
の
納
付
済

期
間
（
免
除
期
間
等
を
含
む
）
が

あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、

初
診
日
（
死
亡
日
）
が
平
成
28
年

４
月
１
日
以
前
に
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
前
々
月
ま
で
の
１
年
間
に
保

険
料
滞
納
期
間
が
な
け
れ
ば
よ
い

と
い
う
特
例
が
あ
り
ま
す
。

　

１
か
月
で
も
納
付
済
期
間
が
足

り
な
い
場
合
等
に
は
、
年
金
が
受

給
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
保
険
料
の

納
付
や
免
除
申
請
等
の
手
続
き
を

忘
れ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

60
歳
に
な
っ
て
も
国
民
年
金
保

険
料
の
納
付
済
期
間
が
25
年
を
満

た
さ
な
い
と
き
や
、
受
給
す
る
年

金
額
を
増
や
し
た
い
と
き
に
は
、

60
歳
か
ら
65
歳
に
な
る
ま
で
任
意

加
入
し
て
保
険
料
を
納
付
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
昭
和
40
年
４
月
１
日
以

前
生
ま
れ
の
人
で
、
65
歳
に
な
っ

て
も
納
付
済
期
間
が
25
年
を
満
た

し
て
い
な
い
場
合
は
、
25
年
を
満

た
す
ま
で
（
最
長
70
歳
に
な
る
ま

で
）
任
意
加
入
し
て
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
た
だ
し
、
高
齢
任
意
加
入
期
間

は
、
収
入
が
少
な
い
場
合
で
も
保

険
料
の
免
除
等
は
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

年
金
受
給
者
の
手
続
き
の
簡
素

化
を
進
め
る
た
め
、
12
月
生
ま
れ

の
人
か
ら
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た

受
給
者
の
現
況
確
認
を
行
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
毎
年

誕
生
月
に
提
出
の
必
要
が
あ
っ
た

「
年
金
受
給
権
者
現
況
届
」
が
省

略
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
人
は
引
き
続
き

現
況
届
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
住
民
票
コ
ー
ド
が
不
明
な
人

○
外
国
人
登
録
を
し
て
い
る
人

○
外
国
に
居
住
し
て
い
る
人

○
20
歳
前
障
害
等
に
よ
る
障
害
基

礎
年
金
受
給
者
（
年
金
コ
ー
ド

が
２
６
５
０
ま
た
は
６
３
５
０

の
人
）

　

平
成
19
年
４
月
以
降
に
離
婚
を

し
た
場
合
、
夫
婦
間
の
合
意
ま
た

は
、
裁
判
所
に
よ
る
決
定
が
あ
れ

ば
、
婚
姻
期
間
中
の
厚
生
年
金
保

険
料
納
付
記
録
を
分
割
で
き
る
制

度
が
導
入
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
社
会
保
険
庁
で

は
、
平
成
18
年
10
月
か
ら
離
婚
時

の
厚
生
年
金
の
分
割
に
か
か
る
情

報
提
供
を
始
め
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
熊
谷
社
会
保
険
事

務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

熊
谷
社
会
保
険
事
務
所
で
は
、

次
の
と
お
り
、
平
日
の
相
談
時
間

の
延
長
と
休
日
相
談
を
行
っ
て
い

ま
す
。
な
お
、
相
談
の
際
に
は
、

年
金
手
帳
な
ど
、
基
礎
年
金
番
号

が
わ
か
る
書
類
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。（
代
理
人
が
来
庁
す
る
場

合
は
、
本
人
の
委
任
状
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。）

〈
平
日
の
相
談
時
間
の
延
長
〉

　

毎
週
月
曜
日　

午
後
７
時
ま
で

受
付
（
月
曜
日
が
休
日
の
場
合
は
、

直
後
の
開
庁
日
に
行
い
ま
す
。）

〈
休
日
相
談
〉

　

毎
月
第
２
土
曜
日　

午
前
９
時

30
分
〜
午
後
４
時

※
ま
た
、
11
月
は
「
ね
ん
き
ん
月

間
」
と
し
て
、
次
の
と
お
り
休
日

の
年
金
相
談
を
行
い
ま
す
。

日 

時　

11
月
11
日
㈯
・
12
日
㈰
・

25
日
㈯
・
26
日
㈰　

午
前
９
時

30
分
〜
午
後
４
時

受
給
で
き
る
年
金
の
種
類

★社会保険庁ホームページ
　http://www.sia.go.jp/
★ねんきんダイヤル
・年金請求などの相談
　☎0570-05-1165
・年金を受けている人の相談
　☎0570-07-1165

年
金
を
受
け
る
た
め
に
は

高
齢
任
意
加
入

熊
谷
社
会
保
険
事
務
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

「
年
金
受
給
権
者
現
況
届
」の

提
出
が
不
要
に
な
り
ま
す

離
婚
時
の
厚
生
年
金
の
分

割
制
度
が
始
ま
り
ま
す

相
談
時
間
の
延
長
と
休
日
相

談
に
つ
い
て

ご利用
  ください

10
月
１
日
、
元
藤
田
小
学
校
長

の
荻
野
弘
氏
＝
児
玉
町
金
屋
＝
が

瑞
宝
双
光
章
を
受

賞
さ
れ
ま
し
た
。

瑞宝双光章
荻野　弘 氏

平成18年11月1日号11


